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第３回ＰＩ外環沿線協議会 会議録 
 

平成１４年 ７月 ２日（火） 

於：東京都庁第一庁舎５Ｆ大会議室 

 

【司会（石橋）】 

 皆様、こんばんは。本日は、夜分、またお忙しい中、都庁までおいでいただきましてあ

りがとうございます。それでは、第３回目のＰＩ外環沿線協議会を開催いたしたいと思い

ます。撮影につきましては、頭の部分だけでございますので、この１分ぐらいのうちに終

わらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 私、東京都都市計画局外かく環状道路担当課長の石橋でございます。前回に引き続きま

して、今回の司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 カメラさん、よろしいですか。じゃあ、もう少しお待ちしますので。 

 それでは、カメラ撮りを終了させていただきたいと思います。また、傍聴されている方

につきましては、受付で配付しております注意事項に沿いまして、会の進行にご協力をお

願いいたします。なお、本日の協議会の終了時間でございますけれども、午後９時厳守と

いうことで考えておりますので、あわせて会の進行にご協力のほどよろしくお願いしたい

と思います。 

 なお、本日の協議会につきましては、三鷹市の柴田部長が所用にて欠席をされておりま

す。 

 それではまず最初に事務局から、本日の配付資料について確認をお願いします。よろし

くお願いいたします。 

【事務局（伊藤）】 

 事務局を担当します国土交通省関東地方整備局の伊藤でございます。それでは、お手元

の資料の確認をさせていただきます。封筒の中にクリップどめした資料がありますので見

て下さい。一番最初に議事次第、第３回ＰＩ外環沿線協議会とあります。２つ目が資料１、

前回の会議録です。それから、飛びまして資料２、運営細則（案）というのがあります。

資料番号は右上のところに書いてあります。それからそのあと、参考資料が１から４まで

ついております。クリップどめと別に本日の座席表をお配りしております。以上が、きょ

うお配りをしている資料です。 

【司会（石橋）】 

 ない資料等がございましたら、お近くの係員のほうにお伝えいただきたいと思います。 

 それから、きょうの協議会の開催にあたりまして、事前に皆様から意見メモを出してい

ただいております。約８名の方からお出しいただいているわけでございますけれども、き

ょうはそのメモを協議会の場で配付させていただきたいと思いますが、いかがでございま

しょうか。ご異論がなければ、皆様からいただいた事前意見メモを配付させていただきま

す。 

 ないようでございますので、ご了解いただいたということで、事務局のほうでお配りを

いただきたいと思います。 

【事務局（伊藤）】 

 今、お配りしているのが、資料番号はございませんが、今回事前に皆様からいただいた

意見メモです。きょうの討議の参考にごらんいただければと思います。 

【司会（石橋）】 

 それでは続きまして、事務局のほうから、第２回の協議会の会議録の確認をお願いいた
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します。 

【事務局（伊藤）】 

 第２回会議録ですけど、資料１になります。これにつきましては、事前に皆様にごらん

いただいて、その際、修正のご意見をいただいたものについては、修正をしたものです。

この場でご確認いただければと思います。 

【司会（石橋）】 

 ご確認いただきまして、特に意見がないようでございましたら、確認をいただいたとい

うことで、本日から議事録の公表をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

【事務局（伊藤）】 

 それから、本日は参考までに、参考資料１ということで、事務局のほうで作成しました

第１回、第２回の沿線協議会の概要メモをおつけしております。よろしくお願いします。 

【司会（石橋）】 

 ここで、前回までに沿線区市の担当者の部長さんに、自己紹介をいただいたところでご

ざいますけれども、前回欠席をされました皆様からもご紹介いただきたいと考えておりま

す。できればお一人様２分程度ということで、お願いしたいと思っています。 

 まず、武蔵野市の伊藤部長、よろしくお願いします。 

【伊藤協議員】 

 前回は公務のために出席できませんで、まことに申しわけございませんでした。ただい

まご紹介いただきました武蔵野市都市整備部長の伊藤でございます。自己紹介は以上でご

ざいますが、この場をかりまして、武蔵野市の外かく環状道路に対する対応と申しますか、

スタンスを、ちょっとここでご紹介申し上げたいと思います。 

 武蔵野市では、１９６６年（昭和４１年）の都市計画決定以来、町を大きく分断する現

在の計画に対しまして、市並びに市議会双方とも絶対反対であるという形で現在まで至っ

ております。また、議会におきましては、７区市で唯一だと思いますが、現在でも反対特

別委員会が設置されております。そういう中で、一昨年ですか、歴代の知事としては初め

て、石原氏が現地を視察なさり、また昨年、これまた同じく歴代の最高責任者である扇大

臣が現地を視察なさった。視察にあわせて、両者から遺憾の意の表明があり、またこの間、

たたき台という形で地下案が提出されました。 

 こういう状況の中で、武蔵野市では、昨年の３月でしたか、市長が外環についてこれほ

ど具体的に表明したのは初めてだと思いますけれども、施政方針という形で、外環に対す

る考え方を表明いたしました。その中で申し上げましたのは、単に原則論ですとか、それ

から反対を唱えているだけの時代はもう過ぎたのではないか。今、私が申し上げたような

事態を踏まえながら、反対なさってきた地元の方々のお気持ちを十分に踏まえながら、や

はり一歩踏み出すべきではないのかと、そういう形の中で、ＰＩ協議会ができ上がったわ

けでございます。武蔵野市としましては、この協議会の皆様方のご意見を十分お聞きしな

がら、いずれ地下案が提案をされた場合には、注文をつけるべきは注文をつけ、意見を言

うべきは意見を言い、関係住民の方々の気持ちを十分に大切にしながら、十分な議論を深

めていきたいという形を施政方針で表明いたしましたことを、まずここでご紹介申し上げ

て、今後とも協議会で言うべきことははっきりと発言をしていきながら、皆様方とご一緒

に考えていきたいと思っておりますので、よろしくおねがいいたします。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。続きまして、狛江市の大貫部長、よろしくお願いいたします。 

【大貫協議員】 

 狛江市の都市建設部長の大貫でございます。よろしくお願いします。 

 道路整備を担当している立場といたしましては、首都東京の都市計画道路を考えた場合
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に、これは３環状９放射線のネットワークの必要性は考えなきゃいけないだろうと。そう

いった中で現在の環状７号線、８号線の交通渋滞を見た場合、この沿線に居住されている

住環境もあわせて、この場で議論する必要があると考えております。 

 現在、狛江市内の計画線は、野川と国分寺崖線にちょうど挟まれた場所にございます。

たまたまこの一帯が民間企業によります開発が現在行われておりまして、区画整理事業で

外環の上部の位置づけとしては、緑地を整備して残しておくという考え方で、今事業が進

められております。 

 一方におきましては昭和６３年に、私ども市議会の反対決議の議決がされておりまして、

これも尊重しなければならないという部分もございます。そうかといって、当時の高架案

に対しまして、地下案ということが提案されております。この協議会は結論を出す場では

ないと、必要性から議論するということを踏まえまして、今後の検討に当たりましては、

交通に対する問題、環境に対する問題に対する住民の不安にこたえていくということが最

前提でいかざるを得ないだろうという考え方の中で、この協議会で議論を深めていきたい

と考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。それでは続きまして、運営細則（案）及び、進行役の選出に

ついての資料の説明に入りたいと思います。事務局より説明をお願いいたします。 

【事務局（伊藤）】 

 それでは、資料２をごらんください。題名、ＰＩ外環沿線協議会 運営細則（案）とい

う資料です。この資料は前回も配付させていただいた運営細則（案）でございます。同じ

ものを再度ご用意させていただいております。本沿線協議会の運営細則につきましては、

規約の中にもありますように、別途運営細則を定めるとなっておりますので、その案を作

成したものです。この細則（案）の作成に当たりましては、本協議会が話し合いの場であ

るという性格を踏まえまして、事務局とか進行役を外部の方にお願いするのではなくて、

沿線協議会の協議員による自主的な運営を前提に考えて作成しております。以下、確認も

込めて、運営細則を、案として読み上げたいと思います。 

 「１ 運営について 

 ① 会議は原則として、毎月２回、第一火曜日と、２週間後の週の木曜日の午後６時半

から８時半まで、東京都庁本庁舎内の会議室で開催することとします。 

 ② 会議は協議員ご本人の出席とし、協議員の出席は事務局が事前に確認します。 

 ③ 協議員は、会議資料として配付したい資料がある場合、事前に事務局へ提出するこ

ととします。事務局は、上記資料を含めて会議資料を会議前日までに協議員に配付し、そ

れに関する意見や質問を協議員にお聞きします。会議当日は、まず、お聞きした意見等に

関する議論を行うこととします。 

 ④ 会議資料は公開します。会議における発言は事務局が速記して会議録を作成し、次

回の協議会に諮って公表します。また速報性を確保するために、事務局は協議会概要メモ

を作成し、公表します。 

 ２ 会議の進行について 

 ① 進行役は、会議が円滑で効率的に運営できるよう進行を行うものとします。 

 ② 各協議員は会議の進行に協力し、会議中は進行役の指示に従うこととします。 

 ③ 協議員が会議中に発言をする場合は、挙手の上、進行役の指名により発言をするこ

ととします。 

 ④ 進行役に指名された協議員の発言中、他の協議員は静粛にし、発言を遮らないこと

とします。 

 ⑤ 多くの協議員が発言できるよう、発言は要旨を簡潔にまとめて、最大５分以内で行

うこととし、進行役は全体の会議時間との関係から、発言が簡潔になるよう発言者へ促す
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ことができることとします。 

 ⑥ 他の協議員の発言を誹謗・中傷するような発言は行わないこととします。 

 ３ その他 

 このほか、運営細則に定めのない事項が生じた場合は、沿線協議会に諮って定めること

とします。」 

 なお、この運営細則（案）につきまして、事前にいただきました意見が、先ほどお配り

いたしました別添の資料です。 

 以上、運営細則の説明は、これで終わります。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。ただいま事務局のほうから運営細則（案）について説明があ

りましたが、運営細則に関するテーマとしては、進行役の選出という件がございます。規

約にありますように進行役の人選につきましては、先ほど事務局よりご説明しましたよう

に、自主運営という観点から、協議員の中からどなたか進行役になっていただければあり

がたいと考えております。 

 これから、運営細則及び進行役につきまして、すべての協議員の皆様から、順番にご意

見をいただければと考えております。先ほどもちょっと触れましたが、事前に意見メモを

お出しいただいている方もおいでになりますので、ご意見をいただくときには、ご意見を

お出しになられている方については、このメモをベースにしてご意見をいただければ、大

変ありがたいと考えています。意見を言っていただく順番でございますけれども、前回は

練馬区からということでスタートをさせていただきましたけれども、きょうは杉並区さん

から始めさせていただきたいと思います。 

 それではまず、最初でございますけれども、杉並区の宿澤さんのほうから、ご意見等い

ただければありがたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

【宿澤協議員】 

 杉並の宿澤と申します。私どもの町会は、先日も申し上げましたが、最初から反対とい

うことです。どうしても住宅がとてもまとまったいい住宅ですし、みんなもう今さら年と

ってどこへ行けといったって行かれないという状況でございますので、極力反対をさせて

いただいております。協議会で行政の方たちは必要性、必要性ということを建前にしてつ

くるほうへと向かっていくんですけれども、どうもそんなふうな感じなんですが、私たち

は今の住宅に皆さんもう５０年、６０年といらっしゃる方で、年とっておりますし、そこ

にいるということが必要性なので、今さらよそへ行けといっても行かれませんし、地下だ

の何のと言われても、善福寺というきれいなわき水のあるところに住んでおりますので、

今さらどこへ行くというわけにもいきませんので、極力反対をさせていただいております。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございます。できれば、先ほどご説明させていただきました運営細則、それ

から進行役の選出について、ご意見を２分程度でいただければ大変ありがたいと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、杉並区の本橋さん、よろしくお願いいたします。 

【本橋協議員】 

 杉並の本橋でございます。ただいまの運営細則につきまして、進行役についてちょっと

申し上げますけど、今現在石橋課長さんがやっておられます。問題は、中立を保っていた

だければいいことであって、特にこういういろんな問題点を抱えているものに対して、そ

れを進行していくのは大変難しいと思います。そういう点で、現在のままの進行役で私は

いいと思っております。以上です。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。続きまして、武蔵野市の濱本さん、よろしくお願いいたしま
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す。 

【濱本協議員】 

 武蔵野の濱本です。運営細則につきましては、私のほうからお願いしたのは、前回、第

２回の一番最後に出ましたけれども、時間の問題であります。時間帯の問題であります。

一応細則（案）でありますと、６時３０分からということですけれども、二、三の方々が

どうしても勤めの関係とか、家庭の事情で、できるならば７時というようなお話がありま

した。この件につきましては、やはり全員がご出席できる時間帯で決めていただきたいと

思います。 

 ２番目に進行役の件でありますけれども、当面の間は石橋課長さん、ご苦労さんですけ

れども、今しばらくまだやっていただきたい。その後でいろいろとあれば、行政側でいろ

いろと案が出ると思いますけれども、また一般的に第三者という方でも結構だと思います

が、今しばらくお願いをしたいと申し上げておきます。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。続きまして、武蔵野市の村田さん、よろしくお願いいたしま

す。 

【村田協議員】 

 運営細則についてでございますが、手元にございます運営細則（案）の通りに当面スタ

ートするのがよろしいのではないかと思います。なぜならば、３番目のその他のところに、

今後何か事態が生じた場合は、また本協議会に諮って新たに定めるという項がございます

ので、当面はこれでスタートすることを私は望みます。 

 進行役については、石橋課長さんにやっていただくのが、よろしいと私も思っておりま

す。以上でございます。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。引き続きまして、三鷹市の川瀬さん、よろしくお願いいたし

ます。 

【川瀬協議員】 

 三鷹の川瀬でございます。進行役については、今までどおり石橋課長さん、お願いいた

します。それで、私は初めから賛成の会から出てきておりまして、私も年とっております

ので、早く議事を進行していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上で

す。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。続きまして、三鷹市の新さん、よろしくお願いいたします。 

【新協議員】 

 新でございます。意見メモを出しておりますので、それによって申し上げます。 

 開催時間に私が反対している理由は、やはり時間的にかなり厳しい。働いていらっしゃ

る方もいるし、厳しい状況だと思います。私も家庭的な事情でこの時間帯というと、かな

り厳しい状態になって、６時半は大変困るので、ぜひみんなが参加できるという状況をつ

くり出していくというのが、やっぱりＰＩ協議会というものの性格だろうと思います。確

かに終了時間が９時になってしまうと何か問題が起きるということは聞きましたが、どな

たかの意見メモにも会場を移してでも、この時間帯を確保していただきたいということを、

私のほうからもお願いをしておきたいと思います。 

 進行役については、準備会等のときからもずっと見ておりますが、都のお役人としては、

石橋さんは極めて中立的で公平、こんなことを言うと知事に怒られるかもしれませんが、

そういう印象を受けました。当面、問題が起きない間は、ぜひ石橋課長にお願いしたいと

思っております。 

 細則については、それだけです。そのほかにもちょっと意見がありますが、後で述べさ
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せていただきます。 

 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。続きまして、三鷹市の米津さん、よろしくお願いいたします。 

【米津協議員】 

 米津でございます。進行役につきましては、委員の中から代表を選んでどうのというお

話がありましたけれども、今までほかの会なんかで経験しておりますと、座長をやっちゃ

うと何もしゃべれなくなっちゃうんです。ですから、こういう点では、新さんが太鼓判を

押している、現在の石橋さんが最適じゃないかと思います。 

 それから、開始時間につきましては、私は６時半から８時半にやっていただければ一番

いいんですが、今まで何人かの方が、とても６時半には出られないと、７時がギリギリだ

というお話で、それと９時を過ぎてやはり都庁のほうで問題があるとすれば、７時から始

めて９時ぴったりにぴしっとやめちゃうと。そこで、もし議論が残った場合には、次回の

初めからそれを引き続いてやるという方向に持っていけばいいんじゃないか。だから、会

議の時間を正味２時間ぴっちりにするということを申し合わせたらいいんじゃないかと思

います。 

 マイクを握ったついでに申し上げたいんですけれども、ふだん我々はこういう水銀灯の

下で生活したことがないんです。きょうは私、わりあいと体調がいいんですけれども、こ

の前のときはこの電気がギラギラして目がおかしくなっちゃって、なおかつその辺の電気

がついたり消えたりするときに、パカパカするんです。この会場だから、この電気はしよ

うがないんだと思いますけれども、できればもうちょっと落ちついたところで会議したい

なと感じております。 

 それから、きょうの会場の配置ですが、これはきょうだけですか。今後、こういう形に

なさるんですか。もし、前回と同じ会場の配列だったら、私一言申し上げようと思ったん

ですが。並んでいる横の方の顔が全然見えないんです。なかなか活発なご意見があるんで

すけれども、どなたがしゃべっているんだか、ラジオを聞いているみたいな感じで。です

から、ほんとうは少しずつ順番をずらしてくれると、直角に曲がっているほうの方の顔が

よく見えるんで、今後そういう形をとっていただければいいんじゃないかなと思います。

余分なことですけれども、そちらの司会席のほうの後ろには、お供の方がいっぱいいらっ

しゃるでしょう。その方を連れて、グルグルっと回るわけにいかないから、そこの席はそ

こで固定しても結構ですけれども、地方自治体と市民の席は、３人ぐらいずつ順番にずら

していくと、こういう角度で見るとお顔がよく見えるので、大変会議が楽しくなるんじゃ

ないかと考えています。以上です。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。ご提案の趣旨を踏まえまして、今後事務局で検討していきた

いと思います。ありがとうございました。 

 続きまして、調布市の川原さん、よろしくお願いいたします。 

【川原協議員】 

 ご紹介いただきました調布市の川原でございます。 

 運営細則ですが、特に開始の時間、終了の時間ですが、私は前回のお話がございました。

でき得れば少し早めていただいて、終わりをきっかりした時間でやっていただくのが、一

番よろしいんじゃないかと思います。したがいまして月に２回ということで、多少スケジ

ュールがハードな面もあるんですが、極力万難を排して皆さん方もおいでいただくと思っ

ておりますんですけれども、これについては、ぜひひとつ実のある、内容のある会合を開

いていただきたいなと思っております。 

 進行役でございますが、大半の皆さん方がやはり石橋課長の、公正にして手際のいい司
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会ということでございますので、このままぜひ、暫定的と申しましても、お願いをいたし

たいなという気持ちでおります。よろしくお願い申し上げます。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。引き続きまして、調布市の小林さん、よろしくお願いいたし

ます。 

【小林協議員】 

 はい、小林です。司会、進行に関しましては、やっぱり外かく担当課長ということで、

外かく環状線に関しては熟知されておると思いますので、石橋さんにお願いしたいと思い

ます。 

 運営細則に関しましては、ございません。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。次に、渡辺さん、よろしくお願いいたします。 

【渡辺協議員】 

 調布の渡辺です。まず運営についてですが、この間から気になっているんですけど、第

１火曜日と、「２週間後の週の木曜日」、この言い回しをするのは、何か問題があるんです

か。普通であれば第１火曜日と第３木曜日、これが一番わかりいいと思うんですが、なぜ

あえてこのような、紛らわしいといいますか、はっきりしない言い方をしたのか、まずこ

れを１つお聞きしたいと。 

 それから、時間については、８時半に終わった場合に多少余裕があるということはあり

ますけれども、この中で時間が早いことによって困る方が出てくるということは、やはり

多数の数じゃなくて、時間がどうしても７時でないと支障があるという方に合わせるべき

だと。もし、帰りのバスなどが出せないということがあれば、それは行政のほうで責任を

持ってタクシー代を出すとかいうことを考慮すべきである。 

 それからもう一つ。有識者委員会と違いまして、こういう素人が出ているわけですから、

毎回その都度きちっと結論出すんだということではなく、先ほども話がありましたが、結

論が出ない場合には次回に持ち越しということをやれば、時間も途中で切ることができる

わけですから、その辺もご配慮いただきたい。これが２点目です。 

 それから③のところにありますが、ちょっときょうはいろいろとありまして、特に認識

したんですけれども、「会議資料として配付したい資料がある場合、事前に事務局に資料を

提出することとします」。そうすると、これは建前、字面だけで見ますと、事前に事務局に

提出をしなかった場合には、どうするんだと。そうするとこの場に来て、事務局に渡して

一緒に配ってくださいという話ができるかというと、皆さんにお諮りした上でこういう資

料が今、提出されたけれども、配付してよろしいですかと。こんなことをやっていると、

それでなくても前２回、肝心な話になかなかいかないというので、またそういうことが出

てくるわけです。今までのところ特に前もって出さなきゃいけない資料がおくれるという

ことはありませんけれども、この後、例えば行政が出した資料、数字に対して、私どもも

それなりの検証をかけますけれども、なかなか２週間ですから、事前に協議員の皆さんに

配付できるような形で、日にちでもって検証したデータが手に入るかどうか、これは定か

じゃありません。もし事前に配付できなければ、当日その場でもってという話は、これは

非常にまずいと思います。もしそういうことであれば、提案なんですが、「配付したい資料

がある場合、事前にできるだけ、または原則として事務局へ提出」、原則ですから、原則か

ら外れる場合、事務局がよしと判断すれば、きょうみたいに意見メモがありますけれども、

それらと一緒に資料を配付していただけるという方向性が出てきます。ただ、今の文章で

あれば、そういう配慮が全くされないと。されなくてもやむを得ないという文章になって

しまいますので、それはちょっとご配慮いただきたいと思います。 

 それから、進行役。進行役もとりあえず石橋課長で結構なんですが、もしいろいろと問
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題があれば、何も行政側から進行役を出してもらわなくてもいいです。私ども住民のほう

から出します。それはその時期になったらいたします。 

 これは後で言おうと思うんですが、後になるとまた違う話が出て言えないと思いますの

で、ひとつこれは成田さんにお願いしたいんです。成田さんの発言する立場が、ちょっと

はっきりしないんですけど、先日も言ったように構成員を改称しまして、協議員というこ

とになりました。少なくとも成田さんが発言されるときには、一応挙手されて発言してい

ただきたい。気になっていますのは、司会が自分の部下だからということで、途中でもっ

て事務局の一員のごとく、司会者といろいろ話していると。非常にこれが気になってしよ

うがないんです。きょうは無理でしょうが、次回、強い要望です。 

 こういう意見を言いまして、この間みたいにごまかされてはいけませんので、強い要望

です。これが強い要望でなければ、また後で言いますけれども、並びを変えてください。

というのは国が２人並んでいます。成田さんは、国と国の間に入っていただけませんか。

隣同士というのは、どうしてもなれ合いと言いますか、都サイドでもって進行を進めてい

るという意識が強過ぎますので、ひとつこれをお願いいたします。以上。 

【司会（石橋）】 

 それでは、一番最後の点については、ご要望という形で承りたいと思います。 

 それから、①の件については、事務局のほうから「２週間後の木曜日」という表現につ

いて、ご説明いただきたいと思います。 

【事務局（土屋）】 

 それではご説明をいたします。今月であれば、第１火曜日、第３木曜日ということで均

等にというか、例えば今日、それから第３木曜日ということでありますと、次回１８日と

いうことで期間が空くのですが、来月、８月を見てみますと、第１の火曜日というのが８

月６日なんです。第３木曜日というのが１５日ということで、要は１週間と２日しか間隔

があかないと。月によってばらつきが出てしまうということで、このような呼び方をさせ

ていただいております。以上であります。 

【司会（石橋）】 

 ご質問があれば、また後ほどということで、次に狛江市の石井さんのほうからご意見い

ただきたいと思います。 

【石井協議員】 

 狛江の石井でございます。まず時間のことなんですけれども、６時半というところで間

に合わない方が、仕事とかそういうことでいらっしゃるんでしたら、これはもう７時とい

うことで仕方がないと私は思っております。 

 それと、私は一番最初に、例えば車で来てもとめるところはありますかと事務局にお尋

ねしたときに、ないというような、時間的なものか何かよくわかりませんけれども、私も

車で帰りすがらというか、外から回ってくることがあるかもしれないんです。ですから、

そこら辺をお尋ねしたいのと、もしそういった車がないんでしたら、私はきょうは足をけ

がしていまして、実はタクシーで来たんです。そういったようなことをちょっと考えてい

ただくことができないのかなと思っております。 

 それと、司会のほうは、一番最初から携わっております石橋課長さんのほうが、一番妥

当なのかなと思っております。ぜひともお願いしたいと思います。 

 あとは、この必要性の有無について、きょういきなりポーンと来たわけですけれども、

私もどういうことなのかなと、首をかしげました。逆に前回までのことをいろいろと考え

てみますと、やはりＰＩ協議会の１つの骨組みでありますんで、先だってまでいろいろと

討論しているところは、それはまずきちっと決めましてから、次はここに進みますけれど

も、次回いかがでしょうということを、最後に一言言っていただけたらいいかなと思って

います。 
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 それと毎回資料をたくさんいただくんですけれども、前回の議事録は、配付されて当然

のことと思いますけれども、後のほうに第１回のＰＩ外かくの準備会ですか、これは毎回

ついていると思うんです。これは皆さんお持ちだと思いますんで、持ってきていただけれ

ば。これは枚数だけでも、これだけの人数がいますと非常にもったいないんではないのか

なと思います。過去のものは変えようがない事実なんですから、新しく出てきた議事録等

だけを配付していただきまして、もし必要ならば各協議員の方々で、前回のを持ってきて

いただくようにしたほうがよろしいんではないのかなと私は思っております。以上でござ

います。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。車でご来場になられるときに、どこかとめる場所があるかど

うかということについては、また個別にご連絡等させていただきたいと思います。最後の

資料等のご意見については、今後参考にさせていただきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 それでは引き続きまして、世田谷区の秋山さん、よろしくお願いいたします。 

【秋山協議員】 

 世田谷から来ました秋山です。多数決が絶対に正しいとは私は思いませんが、こういう

ものをやっていくときに、いろいろとお互いの事情とか、都合、不都合が必ず出てくるん

ですね、これだけ大勢の皆さんがいろいろなお仕事を持っていらっしゃったら。ですから、

皆さんが１００％、いろんな運営上、一緒になるという考え方は難しいと思うんですが、

やはり多数決で、皆さんが大勢集まれるような時間帯とか、そういうことも考えたいと思

います。この間の話では、ここにおくれて来られる方と、早く帰りたいという方と、２つ

のご意見があったように記憶しています。冬なんかは夜９時というのは相当寒くて遅いで

すので、この辺もどうかなと思うんですが、いずれにしても皆さんの総意で、全員が一緒

になるということはまずないと思いますけれども、やはり運営方法に関しては、多数決の

ような形で決めざるを得ないんじゃないかなと思います。 

 それから、もう一つ、前回もちょっとお話ししたんですけれども、こういう話ばかりで

もって、外環道の話にまでなかなかいかないんです。これを非常に寂しく思います。以上

です。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。引き続きまして、世田谷区の江崎さん、よろしくお願いいた

します。 

【江崎協議員】 

 江崎です。私は規約ですとか、運営細則はとても大事なので、ここはしっかり議論して

おいたほうがいいかなと思っているほうです。 

まず、運営細則についてですが、前回も申し上げましたとおり、６時半開始というと、

私は間に合わないことが出てきそうなので、できれば７時からでお願いしたいです。空調

の件とおっしゃっていましたけれども、それは初めからわかっていたことでしょうし、も

し気になるようでしたら、有識者委員会のように別に都庁にこだわらなくても構わないと

思いますので、ほかの会場を探していただきたいと思います。 

 それから②に関連してですが、「やむを得ず欠席の場合は、事前または事後に文書等で意

見を述べることができる」ということも入れられてはいかがかなと思います。 

 ③番については、事前に資料提出ということでしたけれども、事前にというのは、どの

程度事前かというのをはっきりしていただきたいと思います。また、当日の議論の中で配

付が必要だと思われる資料が出てくると思われますので、その場合には当然配付を認める

べきだと思います。 

事前に資料を提出したり、意見を聞いたりということによって、似た意見をくくったり、
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議論の順序を決めたりする必要があるかもしれません。そうであれば、この作業は事務局、

私は第三者がいいと思っているんですが、事務局と進行役が一緒に整理する必要があると

思います。 

 ④番ですが、これに関連して、既に確認済みですし、実際に行われていることですけれ

ども、議事録には発言者名を掲載する旨を書かれてはいかがでしょうか。 

 １の追加ということで、準備会で最後につくられた確認書の２の（３）に「必要なデー

タ・資料等は提示することとし、もし提示できない場合はその理由を明確にする」とあり

ましたので、それをぜひここに加えられてはいかがかなと思います。 

 ２の「進行について」ですが、私は２全体が当たり前のことなので、全部が要らないか

なと思っています。特に気になったのは、⑤番の「最大５分以内に発言する」というとこ

ろで、今まで調べてこられたことだとか、特別じっくり説明したいということがあるかも

しれませんので、そういう場合は、別にそこはこだわらなくても臨機応変でいいと思いま

すし、「おおむね５分ぐらいをめどにと」いう話でいいと思います。 

 ３の「その他」はいいと思います。 

 運営細則の追加ですが、進行役の決め方ですとか、進行に当たっての決まりも必要では

ないかなと思いました。 

 それから、傍聴についてですけれども、せっかく足を運んでくださっているのですから、

協議会に対して言いたいことがあるようでしたら、その場で書面で意見を寄せられるよう

にしてはいかがかなと思いました。ちょっとこれは進行役の方が大変かもしれませんが。 

 進行役の選出については、私は国・都は、中立というのはやはりなかなか難しいかなと

思っているので、できればそうじゃないほうがいいかなと思うんですが、皆さんがよろし

いと思う方にされればよいと思います。ただ、もしそういう方がいらっしゃなければ、第

三者ということです。いいかなと思う方でも、一応その方がどういうお考えで進行役をさ

れるのかというところを、ぜひ伺っておきたいと思います。以上です。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。引き続き、栗林さん、よろしくお願いいたします。 

【栗林協議員】 

 世田谷の栗林です。事前にメモを出しておきました。運営細則につきましては、私自身

は特に大きな問題は感じておりませんが、時間だけは私自身は７時から９時が大変好都合

でございます。なお、終わる時間は９時厳守で、そこで議論が終わらない場合は次の回に

持ち越すということが大事ではないかと思っております。 

 また、席についてですが、先ほどお１人がおっしゃっていましたが、私もこういうコの

字型とかロの字型ではなくて、円卓がよろしいかと思います。昔から円卓会議といって、 

やはり、会議は円卓に限るということです。なお、席といえば、やはり司会者は司会者と

しての席を設けるべきではないか。進行役ですね。そういう席を設けるべきではないかと

考えております。司会をされるときは、東京都の課長、石橋さんではなくて、協議員・石

橋さんでございますので、席は別にすべきだと考えております。 

 それから、もう一つはここに１人の発言は５分以内ということを書いてあります。これ

は私も賛成でございます。ただし、同じ人が何回も５分ずつ発言するというのでは困りま

すから、この辺は進行役の方はできるだけ細心の注意をお払いいただいて、できるだけ大

勢の人に発言をしていただくという工夫をなさっていただきたいと思っております。 

 次に、進行役ですが、当面、私も石橋課長さんでいいと思っていますが、もともとのＰ

Ｉの考え方からすれば、ほんとうは厳正中立なファシリテーターが必要でございまして、

それは行政とか住民ではない第三者であるべきだというふうに考えております。ただし、

このファシリテーターというのは右にも左にも偏らない、きちんとその進行を公正につか

さどるということが大事なので、なかなか評価は難しいかと思います。以上でございます。 
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【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。 

 引き続きまして、各区市の部長さんにお願いしたいと思います。まず、杉並区の倉田部

長、よろしくお願いいたします。（「練馬区を抜かしているよ」の声あり） 

 失礼いたしました。次に、練馬区のほうに入っていきたいと思います。練馬区の須山さ

ま、よろしくお願いいたします。申しわけありません。よろしくお願いいたします。 

【須山協議員】 

 練馬区の須山でございます。私は後からの役所のほうから、ＰＩ外環沿線協議会意見メ

モというのが送られてきまして、これに書いて出しなさいということで、一生懸命、何て

書いたらいいのかなと思って、苦労して書いたわけ。あんまり苦労し過ぎちゃって、ちょ

っと時間を夜７時半と書いちゃったんですが、これは６時半から８時半までというのが私

はいいかなというふうなことを書きました。ただし、７時でないと出席できないという方

がいらっしゃるとすれば、これはやむを得ない。やっぱり、７時から、みんながそろった

ところでやるのが妥当かと思います。 

 それから、最初にここに書いてございますが、月に１回の会議でどうかなというふうに

私は思っております。というのは資料をものすごく多くいただくんですよ。私自身は外環

のことだけやっているわけじゃございません。私は町会長をやったり、商店会長をやった

り、いろいろな責任を持っておりまして、いろんな行事も持っております。そういうこと

で、このことだけかかずらってはいられない立場にありまして、ですから、やっぱり膨大

なる資料を見たり、いろいろ、それに対して、考えたりしなきゃなりませんので、そのぐ

らいの時間が欲しいなというのは本音でございます。 

 それから、司会進行については、石橋さんで私はよいというふうに思っております。以

上です。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、練馬区の武田さん、よろしくお願いいたします。 

【武田協議員】  

 練馬区の武田でございます。メモを出してありますが、前回までの司会進行、それから

事務局、それから国と都から出ておられる石橋さんを除く３人の方々、事務局は事務局と

して非常にすっきりしているんですが、石橋さんと成田さんと大寺さんと伊勢田さん、事

務局的なのか、あるいは協議員なのか、どうもそこのところが非常に混在しているなとい

う気がしました。きょうの会合で、大筋では石橋さん、今のところは非常に高い評価のよ

うですから、今後、問題がなければ大変だろうけど、継続していただきたい。ただし、そ

の場合にほかの３氏はやっぱり、協議員として、その立場をはっきりさせて、もちろん国

交省と、東京都の方ですから、根っこでは外環のことについて進めたいという立場はわか

ります。ちょっと立場を変えて、主張すべきところは堂々と主張していくべきじゃないか。

まとめるということは司会進行と事務局がどう判断をして、客観的にどう取りまとめるか

は後日の課題にもなることだろうと思うんですね。ですから、石橋さんを除くお三方は言

いたいことは堂々と言うと。あるいは、言いにくいこともばんばん言っていいんじゃない

か。というのは住民代表を含めて、行政側の方も区市町村の方もすっきりした意見を言っ

ているわけですから、率直なご意見を聞かせていただきたいと思います。 

 それから、事務局の扱いなんですが、議事録を見ますと、事務局、事務局という格好で

出てきますけども、事務局も前は私たちの立場は構成員という何か人格のない言い方がさ

れておりましたが、前回、協議員という形になりました。ですから、事務局ではあります

が、事務局の例えば、伊藤課長あるいは西川課長、土屋係長など、それぞれ職と固有名詞

は挙げて、記録すべきです。というのはあのとき、事務局はこういう説明をしたじゃない
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かということだけでは、責任の所在が明らかにならないから、そこのところは議事録の上

で、はっきり記録にとどめるべきだと思います。 

 それから、事務局の位置なんですが、行政的にはどうも後ろにいてということなんです

が、もうちょっと位置を全面に出すことはできないか。つまり、進行していくのは大変ご

苦労さまですが、石橋さんがこれからおやりになるわけですから、その石橋さんを補佐す

るのは伊藤さん以下、事務局の方々であるべきなんですね。成田さんあるいは大寺さん、

伊勢田さんは協議員として、別の人格で堂々と意見を出していただく。あと、事務局が石

橋さんを補佐しながら、進行をしていくという構造をしっかりさせて、さっき、円卓方式

という話がありましたが、それをどういうふうに据えるかは事務局を含めて、いろいろ協

議をいただいて、この部屋のデザインを含めて、ちょっと検討していただきたいなと思い

ます。 

 それから、運営細則のところなんですが、「上記資料を含めて会議資料を会議前日までに

協議員へ配付し、それに関する意見や質問を協議員にお聞きします」と。これは一体どこ

までやっていられるかということですね。というのはいろいろな意見が出ますが、大体、

資料の範囲というのは何を指すのかということがあります。そこが限定されないと、例え

ば、私どもは関越・外環で三十七、八年になりますか。実際にいろいろのことをやってき

ておりますから、こういう機会に、できるだけ私たちの苦衷と過去の経緯を詳しく皆さん

に知っていただきたいし、今の現状をどうしたらいいんだという意味での資料を出したい

ものがいっぱいあります。 

 しかし、それを出していったら、非常に大変なことになるんですね。この方式で一々資

料を出されたら、はっきり言って大変だと思います。というのは、この準備会の中で、外

環反対連盟の方々と準備会を持った。その準備会の９回にわたる資料をつぶさに読みまし

た。重複もありますし、それから途中で停滞したり、いろいろあります。これだけでも大

変なんですね。ですから、そういう意味では、もし許されるならば、私たちが過去に経験

してきたことや課題になっていること、あるいは、今後の懸案事項で解決していかなきゃ

いけないというようなデータ、資料については、後、個別にそれぞれ、きょうご出席の協

議員の皆さんを含めて、そういう資料をお送りさせていただくことは構わないかどうかと

いうような形で、ご理解をいただく資料ということで、個別に配付させていただければ、

非常にありがたい。それはある種のプレッシャーをかけるんだから、だめだよということ

になると、困りますのが、そういうことが可能かどうか、お許しをいただけるかどうか、

これもひとつご検討いただきたい。 

 というのは、反対連盟の方々の資料は嫌というほど読まされました。だけれども、この

会のたびにそれでは手落ちじゃないか。やや客観性に欠ける、公平性に欠けるんじゃない

かと思います。それぞれの地域で抱えている、あるいは運動している方々の資料というの

は別途、なんらかの方法でごらんいただくように道を開いておいてほしい。以上です。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。今の最後の２点については、ちょっと今日、ご回答できない

かもしれませんので、次回までには事務局と検討しまして、回答させていただきたいと思

います。 

 引き続きまして、練馬区の湯山さん、よろしくお願いいたします。 

【湯山協議員】 

 はい。練馬区から参りました湯山でございます。私はこの運営細則については、特に指

摘するところはないのかなと思っております。①は、ここに案として出されておる６時半

から８時半というのが私にとっては大変都合がいいということでございます。そして、２

の会議の進行についてでございますが、進行役ということを先ほどから皆さんがお話しに

なっておりますが、全体的な会議の流れをしっかりと把握している石橋課長さんで結構だ
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ろうと考えております。そして、どなたかお１人がお話しになりましたが、⑤のことにつ

いては、これはしっかり守っていただきたいと思います。今、私の前の武田さんがお話し

になりましたように、１つの組織、つまり、反対連盟でございますが、私どもも以前は反

対連盟に参加していたわけでございますが、その経緯はよく存じておりますので、そこら

辺で、時間が大変むだに費やされているなと思っております。せっかく、こういった機会

に出席しているわけですから、発言は均等にお願いしたいと。したがいまして、お１人の

時間は５分ぐらいを最大に守っていただけたらばと思っております。 

 また、もう一つ、協議会というのはやはり、有識者委員会でも話が出ておりますように、

時間的な概念というものを大切にしているということは大変私も同感でございまして、こ

の協議会がいつごろまで続くのか。延々と限りなくこれから続いていくものなのか。そう

でなくて、やはり、限られた時間の中で、皆さんが意見を出し合うのか。そこら辺がまだ、

はっきりしておりませんので、そこら辺もお聞きしたい１つでございますが、やはり、集

中的に議論もしていくということも１つの方法かと思っております。以上です。 

【司会（石橋）】 

 最後の点はご提案ということで受けとめさせていただいてよろしいでしょうか。ありが

とうございます。 

 それでは、大変申しわけありません。各区市の……。 

【宿澤協議員】 

 すみません。 

【司会（石橋）】 

 はい。宿澤さん、どうぞ。 

【宿澤協議員】 

 先ほどは失礼しました。突然のご指名でしたので、ちょっと慌ててしまいまして、進行

役のあれを申し上げるのを。石橋さんにぜひ、今までなれていらっしゃるので、お願いし

たいと思います。それだけです。すいませんでした。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、各市の部長さんからお願いしたいと思います。まず、杉並

区の倉田部長、よろしくお願いいたします。 

【倉田協議員】 

 じゃ、今の各ご意見を参考にしながらちょっと。進行役は石橋課長というお話がかなり

多数であったと思いますので、それでよろしいかと思います。ただ、ちょっとほかの方の

意見もありましたけど、進行役は進行に関しては、ある程度強い権限を持ってやってほし

いし、ある意味では、やるべきだと思います。ただ、進行役はそういう権限を持っている

ということで、例えば、都や国の立場という発言はなるべくしないということに徹したほ

うがいいと思うんですね。そのかわり、中身じゃなくて、進行のあれについては、かなり

強い権限を持って、ぜひ、言葉は悪いですが、うまく取り仕切ってほしいというふうに思

います。 

 それから、問題になりそうな開始時間については、これはやっぱり毎回遅刻者が出ると

いうのは会にふさわしくないと思いますので、個人的には８時半に終わったほうがいいん

ですが、７時から９時でやむを得ないのかなと思います。 

 それから、原則として最大５分以内という話でというようなご意見もちょっとありまし

たけど、普通の発言ですと、５分というのはかなり長いんですよね。それで、５分ずつや

っていたら、かなり中身の議論ができないんで、私はこれは１つの取り決めですから、最

大５分というのでいいと思いますし、できれば、簡潔にすれば、中身の濃い話でも２分、

３分で終わるはずだと、私はいろんな会議に出て、経験上、そう思いますので、むしろ取
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り決めとして、ぜひ、５分以内でおさまるように各協議員が努力するということが必要で

はないかと思っています。以上です。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。 

 引き続きまして、武蔵野市の伊藤部長、よろしくお願いいたします。 

【伊藤協議員】 

 はい、では、簡潔に。運営細則の時間につきましては、７時から９時でまことに結構だ

と思います。ただ、さっき、世田谷の秋山さんがおっしゃったかな。今、かなり日が長い

し、こういう時期でありますが、冬に入ると、また変わってくると思いますので、できれ

ば、第３、その他の中で、「この運営細則に定めのない事項、または変更が生じた場合は」

という、時季が冬になった場合に、例えば、じゃ、少し３０分上げようかなんていう意見

が出るかもしれません。それは定めのない事項ではなくて、変更だと思いますもので、「ま

たは変更」を入れていただいたらいいのかなと思います。 

 それから、運営についての③番、これも大分意見として出ましたが、一番下段で、「会議

当日は、まず、お聞きした意見等に関する議論を行う」という、まずそれから始めるとい

うことはなかなか中に入っていけないと思いますもので、資料の配付は結構だと思います

けれども、２行目の「事務局へ提出することとし、事務局は、上記資料を含めて会議資料

を会議前日までに協議員へ配付します」で終わりでいいのかなと思います。 

 それから、進行役については、圧倒的指示で石橋さんで、非常によろしいかと思います

が、これも多数の方々からご意見がありましたが、私は石橋さんの席というのは事務局の

中に入るべきでないのかなと。たかが席順でありますが、大切な進行役でありますもので、

成田部長と離れるというよりも、事務局の中で、石橋さんが進行役として、やられたらい

いのかなと。 

 それからあと、小さいことですけれども、今、東京都が率先しておやりになっています

資源リサイクル等の問題で、紙はできるだけ両面焼き。それから、資料はなるべく簡素化

して、枚数を減らすということにご努力をいただきたいと。武蔵野市も頑張っております

ので、お願いしたいと思います。 

 あともう一つだけ、これもご意見としてありましたが、私も第１回目のときに感じたん

ですが、この並び順なんですが、できるだけランダムに、私の隣に世田谷の方とか、私た

ちもできれば、地域の方と一緒にまざって、隣で話もできますということでありますので、

もし機会がありましたら、ランダムな形で会議を進めたらいいなと、そのように。これは

私の要望でありますけど、以上でございます。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。ちょっと確認だけさせていただきたいのですが、まず、３番

については、「この運営細則に定めのない事項、または変更が生じた場合」というご趣旨で

すか。 

 それからもう一つは、１番の③でございますけれども、「事務局は、上記資料を含めて会

議資料を会議前日までに協議員へ配付します」と、これで切っていいのではないかという。 

【伊藤協議員】 

 「配付し、事務局は上記資料を含めて会議資料を会議前日までに協議員に配付します」

以降は必要ないかと思います。また、それを議論するということになると、その議論でこ

の会が終わってしまうことも十分考えられると思いまして、単にそれを配付すると。議論

になれば、その議論に当然その資料がかかわっていくということだと思いますもので。あ

くまでも意見でございます。 

【司会（石橋）】 

 はい、わかりました。ありがとうございました。 
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 引き続きまして、柴田部長は今日、所用がございまして、欠席をされております。今日、

お配りしました意見メモの一番最後に柴田部長からのメモをいただいておりますので、ご

らんいただければと思っております。一番最後についております。後ほど、ごらんいただ

きたいと思います。 

 それでは、引き続きまして、調布市の鈴木部長、よろしくお願いいたします。 

【鈴木協議員】 

 はい。調布の鈴木でございます。運営細則そのものについては、特に意見はございませ

ん。この協議会は、ＰＩ外環という形で協議会が成り立っておりますので、早く議論に入

って、やはりいろいろな意見があるんだということでの認識をしながら、どうあるべきか

という方向に導いていくべきではないかなと思っております。 

 まず、次の進行役でございますけれども、皆さんの意見を聞いていますと、やはり石橋

課長にお願いをして、進行していただきたいと、このように思っております。以上です。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。 

 引き続きまして、狛江市の大貫部長、よろしくお願いいたします。 

【大貫協議員】 

 それでは、１点だけ。運営の①のところで、毎月２回というのがさほど議論されていな

い中で、行政の担当部長としましては、いろんな各課を所管しております。どうしても、

夜の会議がございまして、ダブる場合がございます。そういうところでは、どっちを優先

するかというところに非常に悩まされるところがございまして、やはり、所管を抱えてい

る課の会議も必要でございます。この会議も必要でございます。それを両てんびんではか

った場合に、なかなか難しい判断がございますので、場合によっては、欠席がかなりやむ

を得ない場合があろうかと思います。そういったところで、代理は認めないというところ

がございまして、この辺のところは非常に悩ましいかなと。我々、担当部長の代理を認め

た場合、あと、各区市の選出の協議員さんは代理を認めるかという話にもなりかねないの

で、その辺のところは議論すると、きょうではとても整理のつかない話になろうかと思い

ます。私の言いたいことは必ずしも毎月２回、全部出席できるかというと、非常に心配な

部分があるということだけ、お伝え申し上げます。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。 

 引き続きまして、世田谷区の栗下部長、よろしくお願いいたします。 

【栗下協議員】 

 世田谷区の栗下でございます。運営細則の①の時間なんですが、６時３０分から８時３

０分だという提案なんですけど、一言言わせていただければ、７時から９時ということで

お願いしたいと思っております。 

 それと、運営についての③でございますけど、先ほどどなたかからちょっとお話がござ

いましたけど、「事前に資料がある場合、事前に事務局に提出すること」ということなんで

すけど、これはやはり原則ということを入れていただきたいなというふうに思っておりま

す。 

 それと、進行役でございますけど、協議会は自主運営ということで、協議会の中から、

この進行役を決めるということになろうかと思います。私としては、第三者機関、中立の

立場の方あたりがいいと思うんですけど、当面は皆さんからご意見がありましたような形

で、石橋さんにお願いしたいなと思っております。 

 それと、さっき大分、席の話が出ていたんですけど、私も行政側のほうの席にいるんで

すが、どっちかというと、住民側の中にも入っていきたいなという気持ちはございます。

そういう意味で、ランダムな形で席を変えていただければ、議論もしやすいのかなという
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感じもいたします。以上でございます。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。先ほどから意見が出ております、席の配置とか、それから、

席順については、再度、事務局のほうで検討させていただきたいと思います。 

 最後に、練馬区の水上部長、よろしくお願いいたします。 

【水上協議員】  

 練馬区の水上でございます。まず、運営についてでございますけれども、この②番のと

ころは今もちょっと話が出ました。それから、三鷹の柴田さんのメモに出ておりますけれ

ども、代理出席。私ども、組織として出ているということからしますと、代理が欲しいな

という気がいたします。今、私ども、ちょうど議会が開かれておりまして、こういうよう

なときに、なかなか出られないという場合が結構あるかと思います。まして、これからず

っと、月に２回ずつ開かれるとなりますと、その付近が非常にきついなと。ですから、担

当課長の出席が可能であれば、ぜひそうやってほしいなと思います。 

 外環につきましては、ＰＩ協議会の動向というのは議会でも、あるいは地元でも、非常

に注目されているわけでございますので、そこで欠席するというよりも、行政側としては

代理出席して、そこできちんとそのときの動向を把握していたほうが、よりまた、議会に

対する説明、あるいは地元に対する説明、そういった場合に、やっぱり理解しやすいとい

う観点も考慮しますと、ぜひともそういった代理出席が可能になるようにお願いしたいな

という気がいたします。 

 進行役につきましては、いろいろお話が出ておりますように、石橋課長にやっていただ

ければ、ありがたいなと思います。 

 それから、時間につきましては、６時半あるいは７時と両方あるわけでございます。私

どももできれば、６時半のほうがいいかなと思っておりますけども、これは皆様のご意見

にどちらでも私どもは従います。以上でございます。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。 

 皆様から一通り、貴重な意見をいただきました。これからの進め方としてはまず、細則

の議論をさせていただきまして、その後、進行役の選出の議論という順番でやらせていた

だきたいと思います。 

 まず、運営細則でございますけれども、できれば、この資料２の中で、まず１番の運営

について。それを上の①から順番にご検討いただければと思っております。まず、そうい

う形で進めさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【司会（石橋）】 

 そうですか。はい。じゃ、ご了解いただいたということで、各項目について、１個ずつ

ご議論いただければと思っております。 

 まず、運営についての①でございますけれども、先ほど、お聞きしますと、皆さんが出

られるように７時からでもいいんではないかという意見が多かったと思いますけれども、

中には、６時半から８時半というご意見もありました。そういった意味では、ちょっと意

見が分かれておりますので、どういう形で決めさせていただくかということなんです。先

ほど多数決という意見もあったんですが、できれば、皆さん全員一致で７時から、あるい

は６時半からという形で決めるのが一番いいと思うのですが、いかがでしょうか。ちょっ

とご意見があれば、お聞かせいただきたいと思います。 

 はい、武田さん、よろしくお願いいたします。 

【武田協議員】 

 練馬の武田と申します。これからもあることですから、この種の都合のいい人、何時が
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いいか、という話は非常に固定的な話ですので、むしろ決をとって、要するにリサーチを

した上で、多いほうに結論を出すということで、実務的にやっていいんじゃないか。外環

の複雑な問題については、これは話は別でございますけれども、そういうことだろうと思

います。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございます。ほかにご意見、ございますでしょうか。多数決で決めさせてい

ただくということで。はい、新さん、どうぞ。 

【新協議員】 

 自分の個人的な状況があるものですから、あんまり言いたくないんですけど、こういう

ものというのはやっぱり、全員が出席できて、確かに帰りが遅くなる方は大変だというこ

ともよくわかります。私もかなり年をとってきましたので、９時に終わったんでは、うち

へ帰ると、１０時を過ぎるということがありまして、できることなら、早く帰りたいとい

う気持ちもあるんですが、しかし全員が集まって、話ができる時間帯を早く前倒しして、

おくれてくる人が出てくるということよりも、ぜひひとつ、６時半でなきゃ、どうしても

困るということではないんじゃないかと私は思うんですが。その辺のところをもしあれで

したら、ご容赦いただいて、何とか７時から９時ということでやっていただきたいんです

が、多数決でなければだめだということであれば、それもやむを得ません。 

 ですが、そういうふうにやっていかないと、結局全員の意見というものを集めていく、

合意を集めていくという形になかなかならないんじゃないかなと思うんですね。これは協

議会そのものの運営というよりも性格にかかってくると思うんですが、結局、かなり対立

した意見が出てきたときに、時間を節約するために、打ち切ってしまうというような形が

多数決みたいな形で行われるような可能性もありますので、ぜひ、こういったことはでき

る限り、全員の合意でという形をとっていただきたいというふうに思うんですが。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございます。武田さん、どうぞ。 

【武田協議員】 

 もう先ほど来、皆さんのご意見が出ているわけですから、大体７時からというのが多い

わけですよ。だから他意はないんで、複雑な問題等々については、できるだけ合意を形成

するという努力をするということであって、この種の会則のこれをどうするかとか、ある

いは単純なケースはちょっと手を挙げてみてというぐらいでいいんじゃないですか。 

【司会（石橋）】 

 米津さん、どうぞ。 

【米津協議員】 

 ６時半開会と７時開会と両方あるんですけど、６時半開会の場合に、私は新さんの個人

的な事情を知っていますので、家庭の事情でもって、どうしても出られないという、そう

いう方と、希望的な要望でもって、６時半という方があるわけですよね。ほんとに家庭の

事情で出られないという方が一体幾人いるのか、この中で、ちょっと手を挙げていただい

て、それで、その人数にもよるんですよ。半分もそういう人がいるんだったら、しようが

ないですけども。でも、やっぱりさっき、私が言ったみたいに、６時半の人があんまりた

くさんいるんじゃ困りますけども、少人数だったら、７時に延長して、７時から９時まで

の時間を厳守して、打ち切っちゃうんじゃなくて、残ったものを次の会の初めに持ってい

くというやり方でしていただければ、７時－９時でいいんじゃないかと私は思います。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございます。川原さん、いかがでしょうか。先ほど、６時半というお話でご

ざいましたけれども。 

【川原協議員】 
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 あえて３０分間にこだわったわけじゃないんですが、やはり、帰宅が遅くなるというこ

ともございますし、前半の３０分という貴重な時間でございますが、大勢がそういう方向

であれば、私は特にこだわりませんし、実質のある審議をその都度、進めていただきたい

ということでございますれば、７時の開会ということについては、特に異論はございませ

ん。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございます。湯山さん、いかがでしょうか。 

【湯山協議員】 

 私も特に６時半という３０分にこだわっているわけではないんです。現在は夏時間で、

サマータイムというのがいつか前にありましたように、７時－９時でいいんですが、先ほ

ど、どなたかがおっしゃったように、冬場になりまして、９時という時間になりますと、

次の日の仕事にも差しさわりが出てきますので、年間で６時半の開会もあれば、そしてま

た、７時の開会もあればいいと、こんなふうにどなたかおっしゃっておりました。ですか

ら、必ずしも、これにこだわらなくても、時間的にはもう少し事務局のほうで柔軟に考え

ていただいて、私はいいと思います。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございます。 

 それでは、原則として、７時から９時までということで、それから月２回。これはちょ

っと先ほど、須山さんのほうからご異論がございましたけれども、月２回というペースで。

なおかつ、第１火曜日と２週間後の木曜日、渡辺さん、よろしいでしょうか、こういう表

現で。 

 それでは、この原案どおり、会議は原則として、毎月２回、第１火曜日と２週間後の週

の木曜日の午後７時から９時までと。東京都庁本庁舎内の会議室で開催することというこ

とでご了解いただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【司会（石橋）】 

 はい。ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、②のほうに行きたいと思います。これはいわゆるご本人出席と

いうお話と、それからもう一つ、先ほどいただいておりますのは欠席した場合に事前にメ

モをいただくというお話があったと思います。そういうような形で基本的には、これもち

ょっとご意見いただければと考えておりますけれども、特に区市の部長さんのほうから議

会等があるというお話もございました。代理出席はどうかというお話と、それから、欠席

された方から事前にメモをいただくということについては、この部分で明記をするという

ご意見があったと思いますけれども、その辺どうでしょうか。ご意見、ございますでしょ

うか。 

 はい、川瀬さん、どうぞ。 

【川瀬協議員】 

 先ほどもあったように、私は代理出席ができるということで受けてきていますので、で

きたら、代理出席を認めていただきたいなと思っています。私も十幾つかの会のほうにあ

れしているものですから、出られないときがありますので、こっちばっかりやっているわ

けにもいきません。私の会は３人いますんで、会長、副会長が２名いますから、その人間

のどちらかを代理に出席させていただければ、私と意見が同じはずでありますので、そう

いうことで、代理出席を認めてほしいと思います。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございます。はい、渡辺さん、どうぞ。 

【渡辺協議員】 
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 まず、行政の方に聞きたいんですが、課長さんなりが代理で出た場合に、どれだけの発

言権が与えられるのかというのが一番問題だと思うんです。事前に質問文を出して、それ

から事後に討議内容が渡されれば、結局来ても、その場の雰囲気がどうであったというの

は確かに出ていた場合にわかるわけですが、それは席に座らなくても、傍聴席にいても同

じことだと思うんですよね。そうすると、発言権がさほど自由に与えられない形で代理出

席しても、これはあんまり意味がないんじゃないかなと、現実的に。まず、行政の方につ

いては、そういうふうに思います。もし、必要であれば、それは課長でなくてもよろしい

わけですから、傍聴席にでもおいでになるようにしていただければ、済む話じゃないかと

思います。 

 それから、今、代理出席がオーケーだということで、私は出てきたという三鷹さんの話

なんですが、これは三鷹の行政のほうで間違えているんじゃないかと思うんですよ。そん

な話は一切なかったはずです。三鷹の市のほうで、勝手な判断をしたんじゃないかと思い

ます。逆に、これは今ここで言うんじゃなくて、きょう、柴田さんがいないんで申しわけ

ないんだけれども、柴田さんにきちっと聞いていただきたいと思います。こんないいかげ

んな説明をされちゃ、私どもも困ると思います。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございました。ほかにご意見、ございますでしょうか。 

 はい、武田さん、どうぞ。 

【武田協議員】 

 私も今の渡辺さんと同じ意見です。あくまでも、協議員というのは属人的なものであっ

て、属地的なものではない。部長さんがご出席の場合には、それぞれ区市の部長という立

場での見識と方針を述べていただく。責任あることを述べていただく、こういうことだろ

うと思います。それから、それぞれ区市から選出されたというか、推薦された協議員はさ

っき申し上げたように、属地的なものではない。あくまでも、個人であり、属人的なもの

であると。この原則はやっぱり持っていかないと、人が変わる、代理人が出たときに継続

性をそこない、雰囲気が変わっていくということはまずいだろうと思いますので、あくま

でも、属人主義で代理人は認めないと。ただし、代理出席のかわりに、どうしてもという

のであれば、欠席する人は予測できた段階で、何らかの次の議題に対しての意見を出して

おくと。ただし、努力義務ぐらいに、心得として、踏まえていただくということじゃない

かと思います。 

【司会（石橋）】 

 はい。ありがとうございます。 

 はい、倉田部長、どうぞ。 

【倉田協議員】 

 今、行政側というようなご意見もありましたけど、私もやはり協議員ということで出て

いますので、あくまで、会とか行政を代表ということではないと思います。もちろん、そ

の背景には、例えば、部長としての役職の意識は当然あると思いますが、あくまで個人と

いうことですので、行政だから代理がいい、住民の方はだめだとか、そういう話じゃなく

て、ここにもありますように、そもそも協議員というものに代理という概念はなじまない

んで、代理出席は行政も住民の方も含めて、一切それはむしろあり得ないという考えで、

ぜひいっていただきたいと思うんです。 

【司会（石橋）】 

 はい。ありがとうございます。それでは、原案どおり、②については、「会議は協議員ご

本人の出席とし、協議員の出欠は事務局が事前に確認します」と。それから、先ほど、武

田さんからご意見がございましたように、欠席する場合は事前に意見等を述べることがで

きるというところをここに加えたいと思いますけども、それでよろしいでしょうか。 
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（「賛成」の声あり） 

【司会（石橋）】 

 はい。よろしければ、じゃ、それで。そこを直したやつをこちらのほうにちょっと写さ

せていただきますので、後で確認をまたしていただきたいと思います。 

 それでは、次の③に移りたいと思います。先ほど、③については幾つかご意見がござい

まして、まず、１行目でございますけれども、「協議員は会議資料として配付したい資料が

ある場合は、原則として、事前に事務局へ提出することとします」ということで、「原則」

という言葉を入れさせていただきたいと思います。 

 それから、伊藤部長のほうからお話がございました、「事務局は、上記資料を含めて会議

資料を会議前日までに協議員へ配付し、それに関する意見や質問を協議員にお聞きします」、

ここまで入れるということですか。そうではなく、その前で切っちゃうということですか。

これについて、ちょっと事務局のほうからその意見についての見解みたいなものがあれば。

「前日までに協議員へ配付します」で切っちゃうわけですね。「それに関する意見や質問を

協議員にお聞きします」と、ここの部分はどういう点が……。はい、すいません。 

【伊藤協議員】 

 ここで、配付した資料をまずもって、「会議当日は、まずお聞きした意見等に関する議論

を行います」ということは関係する資料であるかと思いますけども、その資料から議論に

入るというのはちょっと私はいかがなものかと。これは住民側がどれほどの資料、それか

ら、行政側がどれほどの資料かわかりませんが、東京都、国はたくさんの資料をお持ちだ

と思います。それを例えば、出された場合に、まずその資料の説明から入っていってとい

うのは、これはまず、国とか都が資料を出された場合をイメージした場合ですが。私は資

料は資料として大いに結構でありますが、まず、その意見等を議論するんだという、そこ

から入っていく会議となると、何か資料に振り回されてしまってということになりますも

ので、あくまでもそれは配付すると。関連資料があった場合には、配付されているわけで

ありますから、当然その資料に関連したことがあれば、資料を出された方が説明なさるな

り、または他の方がそれを質問するなりということで、必ず資料をまずもって議論すると

いうのは、ちょっと私はどうなのかなと思ったもので、意見として申し上げたわけであり

ます。 

【司会（石橋）】 

 そこの３行目の後半でございますけども、「協議員へ配付し」、基本的にその際、「それに

関する意見や質問を協議員にお聞きします」というところは、要するに、事前に配付をし

て、そこで、協議員の方に、意見とか質問をお聞きしてくるという、ここまではよろしい

わけですね。 

【伊藤協議員】 

 それは結構ですよ。 

【司会（石橋）】 

 はい。そうですか、わかりました。そうしますと、「それに関する意見や質問を協議員に

お聞きします」、ここまでは生きということで。それ以降の「会議当日は」という以降のと

ころを消すということでよろしいでしょうか。 

【伊藤協議員】 

 私の意見は。 

【司会（石橋）】 

 そうですか。はい、わかりました。 

 はい、栗林さん、どうぞ。 

【栗林協議員】 

 すみません、質問があるんですが、お話を途中で切って、申しわけありません。３番の
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最初のほうの「協議員は、会議資料として配付したい資料がある場合、事前に事務局へ提

出することといたします」と、こう書いてありますね。今回の協議会の資料というのは前

もって、この細則が配付されました。この文言だけ見ると、それよりも上位に、協議員の

どなたかがとくに配付したい資料がある場合、それを事務局に提出して、まずその意見に

ついて議論をするというふうにどうも読み取れてしまうんですが、本来でしたら、正式に

次回、協議する内容の資料について、事前に配付すると。それについては議論すると。そ

の際、これに関して、また、どなたか個人の協議員が資料を配付したい場合、事務局に届

け出て、それについても関連資料として協議していただきたいというようになるんじゃな

いかと思うんですが、よく意味がわからないので、整理していただけませんでしょうか。 

【司会（石橋）】 

 要するに、事務局のほうでつくる資料をまず基本にして、それから、協議員から出して

いただく資料についてのことを後ろに逆に持っていったらどうかというご提案。事務局、

どうでしょうか。 

【渡辺協議員】 

 ちょっと待ってください。いいですか。 

【司会（石橋）】 

 はい。どうぞ、渡辺さん。 

【渡辺協議員】 

 関連してですね、お聞きしてとなっていますが、これはあれですか。ヒアリングして歩

くんですか。例えばファクスだとか、文章だとかということではないんですか。ヒアリン

グをやるということですね。そうなんですか。 

【司会（石橋）】 

 それも含めて、お答えさせていただきます。 

【新協議員】     

 すみません、手を挙げているんですけどね。 

【司会（石橋）】   

 ちょっと今のことだけ、ちょっと。 

【事務局（伊藤）】 

 もう少し時間をください。事務局のほうで文章を整理しますんで。 

【司会（石橋）】    

 お聞きするというのは、ヒアリングという意味かどうかというその確認だけ、まずいた

だければ。 

【事務局（伊藤）】 

 事前にご説明に行って直接聞く場合、それから今回みたいに文書で聞く場合、それを含

めてすべてであります。 

【司会（石橋）】 

 ということでございます。新さん、どうぞ。 

 

【新協議員】 

 ちょっと混乱しているみたいなんで、質問をしたいんですがね、事務局にね。 

 協議員が会議資料として配付したい資料がある場合、事前に事務局へ提出することとし

ますと。例えばですね、配付された資料の中に運営細則がありました。会議録がありまし

たね。会議録等は前回のやつの会議録ですから、運営細則については、次回の協議会で検

討するということになってますから、それは配付された場合にですね、事前にもちろん事

務局へ出してもらって、事務局は上記資料を含めて会議資料を会議前日までに協議員へ配

付すると。それに関する意見や質問等を、協議員にこれは事前に聞くわけですね。聞いた
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ものについては、会議当日はまずお聞きしたい意見等に関する議論を行うこととしますと

いうんですから、要するに提案された議題についての会議資料であって、それについて協

議員に配付して、それについての質問を受けて、それを第１番に検討するというんですが、

何かちょっと不安なのは、要するに、例えば次の議題に関係のない討議資料を参考までに

なんていって配付されて、それに対する意見をどうこうなんていうことになってきて、そ

の出された意見について最初に討議するということになると、やるべき話が混乱してくる

んじゃないんですかね。会議資料として配付するものは、次回の議題として決まったもの

について配付していくというふうになっていかないと、その辺のところは、まあ、不文律

でそういうことなんですかね。何かちょっとよくわからないので、これでいくと拡大解釈

されそうな感じもあるので、ちょっとお聞きしたいんですが。 

【武田協議員】 

 関連。 

【司会（石橋）】 

 はい。じゃあ武田さん、どうぞ。 

【武田協議員】 

 あくまでも会議資料という概念は、その日討議をする、あるいは検討するための資料。

それから、先ほど私が触れたようなことは、参考資料として協議員が配付したいというも

の、そういう２つのランクをつけて、参考資料については読む人が読んでもらえばいい。

ただし当日の議題の中で、その参考資料が意味を持っているんであれば、それらに対して

いろいろ、現場対応で論議をすればいいんであって、だから会議資料という概念と、参考

資料という概念を区別しちょっとランク付けしたらいいんじゃないですか。 

 会議資料と全部一括してしまうから、どれが重要で統一で論議するための資料と混同し

てしまうので、会議資料と参考資料というような言い方をしておいたらどうでしょうかと

いうことです。 

【司会（石橋）】 

 はい。じゃあ関連でどうぞ。米津さん。 

【米津協議員】 

 協議員は会議資料として配付したい資料がある場合に、原則として事前に事務局へ提出

することとしますと、ここまではわかります。この提出したいという会議資料について、

それに関する意見や質問を提出した協議員にお聞きしますということなんでしょう、この

意味は。そこからもとへ戻って事務局は上記資料を含めてということは協議員から出した

いという資料を含めて、会議資料を会議前日までに協議員に配付しますと。で、会議当日

はまずお聞きした意見に関する議論を行うこととしますと。何か文章をちょっと一部、上

下入れ換えるとすごくわかりいいんじゃないかと私は思うんですが。私の今の解釈したや

り方と違いますか。正しいですか。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございます。先ほどの武田さんと基本的に、会議資料と参考資料を分けろと

いう、まず会議資料を基本にして、あと参考資料についてどうするかという表現に変えた

ほうがいいんではないかという、そういうご趣旨ですかね。 

【武田協議員】 

 いえ、事前に協議員に聞くということは、提出した協議員に事務局が聞くということな

んでしょう。 

 つまり協議員が会議資料として配付したい資料がある場合に、事務局に出しますという

ことですね。その会議資料の中身について、それに関する意見や質問ということはそれを

協議員が出した会議資料について事前に提出したい協議員に事務局がお聞きしますという

ことなんでしょう？ 
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【司会（石橋）】 

 すべての協議員に……。 

【武田協議員】 

 全部に聞くんですか。事前に。ある特定の人が出した協議資料についてですか。 

【司会（石橋）】 

 はい。ですから、会議資料プラス個々の協議員が出した資料について、その両方の資料

についてはあらかじめ協議員のところに配付をして意見をお聞きすると。 

【武田協議員】 

 そこで意見を聞いちゃって、会議当日それをもう１回ここでやろうということですか。 

【司会（石橋）】 

 事前に意見があるものについては、先に意見をお聞きしていくということでございます。

もちろん、この場の中で同じく伺っても構いませんし、事前に聞けるものについては意見

なり質問をお聞きしていくという、そういう考え方でございます。 

【武田協議員】 

 そうすると、ここで当日意見を言った場合は、事前に事務局へお話ししたことのおさら

いみたいな感じになっちゃうんですけど。 

【司会（石橋）】 

 事前に質問等をお聞きしておけば、ここでよりそういうものに対して適切にお答えでき

るのではないかということで、事前に質問等があればお聞きしておいたほうがいいんでは

ないか、意見等についてお聞きしておいたほうがいいんではないかということで、こうい

う考え方になっております。 

 じゃあ、先に渡辺さん、どうぞ。 

【渡辺協議員】 

 当面はいいんですけどね、皆さんちょっと考えていただきたいんですよ。今これから話

が進みますと、当然行政側からいろんなデータが出てきます。ただし、私どもは行政から

出てきたデータ、これをああそうですかと言って認めやすいものと簡単にこの数字は何だ、

おかしいんじゃないかという、当然の数字が出てくるわけです。ということは、私どもも、

住民サイドから、私どもお願いできる方にそれなりの検証をするわけです。 

 ところが、２週間に１回だけですから、行政側は自分たち主導でもって、はい、次何や

るぞという準備ができるわけですが、私どもはそれが提示されてから、それに対する反証

を行わなきゃいけないわけです。そうすると、事前に協議員の方々に配付できる時間が必

ずしもあるわけじゃない。ところがそれを出さないと、行政側の一方的な資料、データだ

けでもって話が進められるということが当然出てくるわけです。 

 ですから、先ほど私が言いかけて、原則としてという間に挿入するというのがありまし

たけれども、事前に資料を提出しなければ配らないし、話は参考意見でしかないんだと。

武田さんの話になりますとね。そういうものじゃないんだ。ですから、そのケースを、ま

あここにいる協議員の方々、どれだけお考えになっているかということが問題なんですけ

れども、それだけ考えが熟しているかどうかということだと思うんですが、これからは具

体的な入り方として結果的にそういう話が多くなってくると思うんです。 

 どうやっても行政から出てきた数字をそのまま容認するということはできない。そのと

きに、こんなやり方をやって大丈夫なのかと。私ども反論する数字がない。反論する数字

がないということは、行政側の言い分を、証拠がないんだから、実証する数字がないんだ

から聞かれないと。こんな危険なことが出てくるわけですよ。そのときにも、少なくとも

行政がデータや資料で説明した場合に、私ども今検証したいから、ちょっと待ってほしい

と。とりあえず、行政の言い分はそこで聞いておくけれども、私どもの反証する数字も出

てきてから合わせてやってほしいというケースがこれから出てくるはずなんです。その辺
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をよく考えていただきたい。今のままじゃ非常に危険です。行政サイドでそのまま突っ張

られちゃうという懸念があります。少なくとも、準備会とか、今いる行政サイドの方々は、

その辺は配慮していただきたいと思います。 

【司会（石橋）】 

 ほかに。濱本さん、どうぞ。 

【濱本協議員】 

 今、渡辺さんがお話しになったことは当然のことだと思いますので、それは復唱して言

うことはしませんが、この３番の会議資料としてというのは、協議員個人のことですよね。

個々の。だから、この資料については、一応提出して前日までに配付するのは構わないん

ですけれども、全般を含めて事務局から出る資料を、これは今渡辺さんが言ったように、

出されちゃって検討する時間がなくなる可能性があるので、その辺を分けていただきたい。 

 それから、武田さんが言われた参考資料と議論する資料とは別にしていただければいい

んじゃないかと思います。確かに、渡辺さんの言っていることは非常に危険なことになる

と思います。今までのやり方でやればね。ですからその辺は十分事務局も気をつけていた

だきたいと思います。事務局の資料と協議員の資料とは別に検討していただく必要がある

んじゃないかなと思いますね。 

【司会（石橋）】 

 はい、ありがとうございました。 

 そうしましたら、その事務局がつくる資料についてはあらかじめ協議員のところに会議

前日までにお持ちをしてご意見をお聞きをすると。それから、協議員から出た個々の資料

については、これはあらかじめお聞きするということではなくて、この場にお出しをして

議論をしていただくという分け方でいいんではないかと理解させていただいてよろしいで

しょうか。 

【武田協議員】 

 おおよそいいんですが、この③の後ろのほうの３行目ですね、それに関する意見や質問

を協議員にお聞きして、会議当日はまずお聞きした意見等に関する議論を行うという、こ

の部分は、２つの資料があるわけでしょう。本来のこの会議の議題として出してくる、事

務局から出されてくる討議資料と会議資料。それから、協議員から出されてくる参考意見

的な資料があるわけでしょう。ですからその参考意見的な資料をいちいちここで取り上げ

ていたら大変ですよね。それでまた１時間ぐらい食っちゃいますから。だからそういうの

は、提出することができるというぐらいにしておいたほうがいいだろうと思います。 

 したがって、それに関する意見や質問を云々というところは、その２つのランクづけを

した扱いをしておいたらどうでしょうかということです。そうすると、渡辺さんや濱本さ

んが言われているある種の予測に対しての防御にもなるはずです。ということでここでや

っているとあと何分もございませんので、事務局でそこのところを成文化して、事前に送

ってもらって、次回もそれを簡単にさっさっと終わるということにしていただけませんか。

きょう、もうこれだけで２時間かかっています。２時間半ですか。立派なもんですね。 

【司会（石橋）】 

 申しわけありません。 

 それでは、③については、きょういただいたご意見をもとに事務局で再度案をつくりま

して、事前にまた見ていただいて、再度、次回の協議会の中で議論をさせていただきたい

と思います。 

 それから、④につきましては、基本的には今やっているようなやり方、会議録の作成、

それから協議会の概要メモの作成ということでございますので、これは今やっているもの

をそのままオーソライズしたような形でございますので、これについては、こういう内容

でご了解をいただければと思っております。そういうことでよろしいでしょうか。 
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 それから２番の会議の進行についてでございますけれども、先ほどからご意見がござい

ましたのは、⑤のところでございまして、最大５分以内で行うことという、この部分につ

いてはちょっとご異論があったわけでございますけれども、できればこの原案どおり、ご

了解をいただければ、これで実施をしていきたいというふうに考えておりますけれども、

いかがでございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【司会（石橋）】 

 それでは、２番の会議の進行については、この原案どおりご了解をいただいたというこ

とで、このとおり実施をしていきたいと思っております。 

 それから３番のその他でございますけれども、この運営細則に定めない事項、または変

更が生じた場合は、これは伊藤部長からのご提案でございますけれども、定めない事項、

または変更が生じた場合は、沿線協議会に諮って定めることとするという形で修正をして、

これでご提案をさせていただきたいと思いますけれども、いかがでございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【武田協議員】 

 変更の必要がですね。 

【司会（石橋）】 

 はい。わかりました。この運営細則に定めない事項、または変更の必要が生じた場合は、

沿線協議会に諮って定めることとしますということで、ご了解をいただきたいと思います。 

 この細則については、再度、事務局でもう一度ペーパーをつくりまして、また事前に見

ていただいた上で次回、最終的に確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 ちょっと時間が長引いてしまいましたので、進行役については、できれば今日進行役を

決めていただければと思っているんですが、どうもそういう雰囲気ではございませんので、

またこれは次回以降ということで議論をさせていただきます。 

【渡辺協議員】 

 ちょっと待ってください。 

【司会（石橋）】 

 はい、渡辺さん。 

【渡辺協議員】 

 進行役につきましては、皆さんから異論がなかったんじゃないですか。もう決まった話、

時間がないんだから決まった話は何回も繰り返さないでくださいよ。どうでもいいんです

から。 

【司会（石橋）】 

 わかりました。じゃあ、当面、不肖私がやらせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。ありがとうございました。 

【渡辺協議員】 

 そうです。 

【司会（石橋）】 

 次の議題は、続きまして、ちょっとまたご意見があるかもしれませんけれども、沿線協

議会で必要性の議論というものを今後進めていきたいというふうに考えておりますけれど

も、本日事務局のほうでスライドを用意しておりまして、今後皆様からいろいろ資料をお

出しするに当たって、ちょっとスライドを見ていただいて、今後いろんな意見をいただけ

ればということで、参考的につくらせていただいたものがございます。できればそれを、

５分ぐらいでございますけれども。 

【新協議員】 
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ちょっと。 

【司会（石橋）】 

 はい、どうぞ、新さん。 

【新協議員】 

 申しわけないけど、こういうことをやるときには、事前に協議会に諮って承認を得てく

ださい。スライド上映というのは、どういう立場でスライドをつくったのか、どういう考

えでつくったのか、２３区内の交通渋滞が限界に達しているからどうしても外環をつくら

なきゃならないという立場でつくったのか、それとも２３区内の環境問題を解決するため

に環境庁だとかそういったところが作成したスライドなのか、どういう立場で、どういう

意図を持ってつくったスライドなのかということをですね、明白にして協議会の席上で上

映許可を求めると。 

 それからもう一つ、必要性と効果について、この議題に入っているんですよね。きょう

の協議会の。きょうはやらなかったですけれども。実際には必要と効果について入るかど

うかも含めて、それはこの協議会に提案をしていただいて、それで議題として定めればそ

れで始めて結構ですよ。そういう民主的な形を一つ一つやっていただきたい。そうしない

と、東京都はもう急いで急いで、馬車馬みたいになって急いでいるから一刻も早く確認書

で出てきた議題を詰めてしまいたいというふうに思われがちなんです。私もそう思ってい

ます。だけど、それは東京都の立場としてはやむを得ないと思いますが、でもそれに当た

っても協議会が全部合議制の上に成り立っているんだということをぜひ理解していただき

たい。提案をし、承認を得て議題としていただきたいし、スライドの上映もそういった形

で承認を求めて上映をしていただきたい。そういうふうに思うんですが。 

【司会（石橋）】 

 ありがとうございます。 

 それでは、スライドについては、次回また、そのスライドの説明をする趣旨とか目的、

そういうものをお話ししてご了解をいただいてから、次回以降、スライドの上映をさせて

いただきたいと思います。 

 それでは、最後に事務局のほうから報告事項がございますので、事務局のほうからよろ

しくお願いいたします。 

【江崎協議員】 

 すみません。 

【司会（石橋）】 

 どうぞ。 

【江崎協議員】 

 進行役が石橋さん、まあ、当面ということなんですが、ずっと気になっていたのは、ど

うしても声の大きい方のほうに注意が行きがちなようで、私のような者の意見は隅にやら

れちゃうのかなという面が今までもあって、とても気になっています。 

 私がこの運営細則の中で幾つか言った中で、通り過ぎてしまったことがあったので、ち

ょっとそれを確認させていただきたいんですが、もう一度事務局のほうで練られるという

ことだったので、その中に入るのかもしれないんですけれども、運営細則の１の④で議事

録には発言者名を掲載するということをやっていらっしゃるんですから、入れてはいかが

でしょうか。それと、もしかしたらこれは運営細則に入れることではないのかもしれませ

んが、提案ということで、せっかく傍聴に来られている方々もいらっしゃるんですから、

意見をぜひ何か書いていただいて、その次の会にでも配って読ませていただけたらいいな

と思います。 

 以上です。 

【司会（石橋）】   
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 わかりました。江崎さんからのご提案については、それも含めて検討させていただきま

して、次回、細則の案を再度提出をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 それでは事務局のほうから報告をお願いいたします。 

【事務局（西川）】  

 それでは、１点だけ簡単にご報告させていただきます。環境調査について、ご報告をさ

せていただきます。一部の区市では、区報や市報で、既に７月１日に出されてごらんにな

っておられる方もいらっしゃるとは思いますが、ことしの春に引き続きまして、この７月

から８月にかけまして、大気の現況や動植物の現況につきまして調査を行う予定にしてお

ります。皆様方の地元の近くに調査にお伺いするということになりますので、ご承知おき

いただければと思い、ご報告させていただきました。詳細につきましては、本日もう時間

が少なくなっておりますので、詳細をお知りになられたい方は東京外環調査事務所のほう

までお問い合わせいただければと思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

【司会（石橋）】   

 それでは次回の第４回目の協議会でございますけれども、日程について確認をさせてい

ただきたいと思います。事務局からお願いいたします。 

【事務局（土屋）】 

 それでは第４回の協議会の日程でございますけれども、今月の１８日木曜日でございま

す。時間につきましては、先ほどご議論いただきまして７時からということで、会場につ

きましては同じ会場でございます。 

 以上でございます。 

【司会（石橋）】 

 それでは次回、７月１８日でございますけれども、７時より当会場で実施をさせていた

だきたいと思います。案内につきましては、別途事務局からご案内をさせていただきたい

と思います。 

【伊勢田協議員】  

 すみません。時間もないですが、先ほどご発言がありましたように、次回どういうテー

マなのかをちょっと確認しておいたほうがよろしいかと思うんですけれども。 

【司会（石橋）】 

 それでは、次回の議題でございますけれども、基本的には細則を再度事務局のほうでつ

くりまして、その中身の確認をさせていただきたいと思います。 

 それから、事前に目的とかそういうものをご理解していただいた上で、スライドの上映

の必要性の有無についても、まあ、そういった条件が整った上ででございますけれども、

スライドの上映をさせていただければというふうに考えております。次回の議題としては

その２つを提示させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして、第３回のＰＩ外環沿線協議会を終了いたします。長時間

にわたりまして熱心なご議論をいただきまして大変ありがとうございます。 

 どうもありがとうございました。 

 

── 了 ──― 
 

 


